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東シナ海の航空交通管制と安全保障

安田淳



問題の所在

日中間の航空路一ーその変則的な設定と運用

日中間航空路と中韓関の海洋権益対立

「中国の海」としての東シナ海と日中間航空路

中国の航空管制技術の進展
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東シナ海の航空交通管制と安全保障（安田淳）

I 問題の所在

2008年7月26日午前、成田空港と関西空港からそれぞれ上海浦東空港へ

向かった日本航空の 2便が目的地に着陸できず、出発地へ引き返した。また

中部空港から同じく上海浦東空港へ向かった同社便は、その着陸許可が下り

なかったためいったん福岡空港へ引き返し、その後約 3時関連れで目的地に

到着した。同日午後も、上海行き使は大幅な遅れが続いた（1）。詳細は明らか

になっていないが、上海の空港周辺であった軍事演習の影響の可能性があり、

こうした急な着陸・飛行制限は年に数回あると伝えられた。

2007年9月29日から、東京・羽田空港と上海・虹橋空港との間に定期チ

ャーター便の運航が始まった。いずれも都心に近い空港問のいわゆるシャト

ル便開設は、日中間の交流往来を促進するものとして期待され、歓迎されて

いる。この新路線開設を含む日中航空交渉再開が日中両国間で合意されたの

は前年の 12月3日で、それから半年余り経った翌 2007年6月に正式合意さ

れ、さらに予定より 10日も前倒しの同年 9月29日に運航が開始された。こ

こから、新路線に対する日中双方の期待や意気込みが感じられる。だが日中

間で基本合意がなされた 2006年 12月3日の 2目前、前述した定期旅客便の

着陸拒否と全く同様の事態があったことも、あまり知られていないD 成田空

港から上海浦東空港へ向かった日本航空の 2便（旅客便及び貨物便）が、突

然の空域通過拒否のため着陸できず、成田空港へ引き返すという事案が生じ

ていたのである（2)0 

また、 2007年 11月20日から 24日にかけて、中国華南地区から華東地区

の広い範囲で飛行制限が実施され、日本行きを含む少なくとも 340便以上に

遅れや欠航が出るなど、航空交通が混乱した。この原因も明らかにされてい

ないが、華東地区の航空管制の原因によると報道されヘまた、この地域で

大規模な軍事演習が行われているためではないかとの観測が流された（ぺ

安全性とともに定時性、快適性が重視される定期航空便が、以上のように

中国において航空機側やその運航者側の問題ではなく、航空交通管制の都合

により正常な運航を行えないという事態が生じている。その原因の詳細は公

表されていないが、それが伝えられているように軍事的な要因によるとする
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慶醸の教養学

ならば、そこに軍事が優先する中国社会の現状の一端を垣間見ることができ

る。かつて筆者は、南シナ海における中国の空域再編とその運用上の問題に

ついて考察したことがある（5）。中国の南シナ海における空域再編は、 2001

年4月1日の米中軍用機衝突事件が一つの契機となったと思われるが、同海

域における海洋権益の確保とそのための航空優勢の確立という意図が十分あ

ると考えられた。

東シナ海におけるエネルギー開発と領有権をめぐって、日中間に対立が続

いていることは周知の通りである。たしかに 2008年6月 18日、日中両国政

府から「東シナ海における日中間の協力について」の共同プレス発表があり、

エネルギー資源の共同開発が一歩前進したと受け止められている。だが南シ

ナ海に上述したような空域統制やその運用に関する状況があるならば、東シ

ナ海においてはどうなのかを考察する意義がある。本稿はこうした問題意識

に基づいて、東シナ海の空域と航空路をめぐる問題点を考察するものである。

II 日中間の航空路一ーその変則的な設定と運用

日本から中国へ向かう国際航空路は、朝鮮半島の韓国上空を通過するもの

と、東シナ海上空を通過するものの 2通りがある。前者は韓国上空を通過す

る際に 2本あるが、最終的に中国へ到達する際には lヶ所の進入ポイントと

なる。この航空路は主として、北京、天津、大連、藩陽、青島などへ向かう

定期便が利用する。これに対して上海、杭州、慶門、広州などへ向かう定期

便は、東シナ海上空を通過する A593という航空路を利用する。いずれにせ

よ日本から中国へ向かう場合、中国の管制空域に進入するには 2ヶ所のポイ

ントしかないということにまず留意しておきたい。

ところで、民間航空交通における世界の空域は、 ICAO（国際民間航空機関）

非加盟国の領域と公海の一部上空を除いでほぼ全域が、飛行情報区（FIR)

に画定されている。 FIRは航空交通の流れを促進するよう考慮されており、

必ずしも各国の領空とは一致しない。つまり航空管制のために世界の空域を

便宜上区画して、それぞれの航空路管制センター（ACC)<6＞ が担当するしく

みであり、各国はその領空を越える空域の航空管制をも任されている。した
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東シナ海の航空交通管制と安全保障（安田淳）

図 1 日本の飛行情報区（太枠内）
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出所：国土交通省 ホームページhttp・：／／www.mlit.go.jp/koku/15_bf_000339.html

がって、 FIRの名称には国名でなく、これら管制センター名がつけられてい

る（九 たとえば日本が管制を担当する FIRは、福岡 FIRである（図 1）。中国

が民間航空交通のために利用する空は、北京、広州、見明、蘭州、上海、海

陽、ウルムチ、武漢、 三亜の各 FIRから構成されている （図 2)(8）。 これらの

各 FIRには 1個ないし複数個の管制センターが設けられ、その総数は 27個

である。ちなみに北京 FIRには 3個、広州 FIRには 4個、昆明 FIRには 4個、

上海 FIRには 6個、溶陽 FIRには 4個の管制センタ ーがあるが、 蘭州 FIR

には 2個、武漢 FIRにも 2個で、ウルムチ FIRと三亜 FIRにはそれぞれ l

個の管制センターしかない（針。 これは FIR内に設置されている航空路の本数

や空港数、航空交通量によるものであるとともに、航空路・空域監視レーダ

ーの設置数やその覆域にも関係していると考えられる。
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図2 中国の飛行情報区

日本から中国の管制空域に入るための前述した 2ヶ所のポイントは、この

中国の FIRに入って中国の航空管制当局から管制を受けるためのポイント

である。lつは北緯 37度 10分、東経 124度 0分の黄海上空にある AGAVO

と名づけられた位置通報点である。すなわち、主として中国の北方へ向かう

航空機は、福岡 FIRを出た後、韓国の FIRである仁川 FIRを経て（韓国の航

空管制当局から管制を受け）、このポイントで北京 FIRに入る。他方、上海な

ど中国の南方へ向かう航空機は、福岡 FIRから北緯 31度 36分、東経 124度

0分の東シナ海上空にある LAMENと名づけられた位置通報点で上海 FIRに

入ることになる。中国から日本方面へ向かう場合はこの逆であり、日中間の

いわば空の門はこの 2ヶ所に限られているのである。
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東シナ海の航空交通管制と安全保障（安田淳）

図3 アカラー福江コリドー（航空路A593）とその周辺
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出所 ：国土交通省航空局『航空路誌』、 ENR3.6-3より

本稿で問題にするのは後者のルート、すなわち航空路A593である。A593

は長崎県福江島にある福江NDB（無指向性無線標識施設）から中国の上海浦

東空港近くに設置された浦東 VOR（超短波全方向式無線標識）に至る、東シ

ナ海上空 369マイルの航空路であり、 POTET、ONIKU、NIRAT、SADLI、

LAMEN、AKARAという名称の 6つの位置通報点が設けられている（図 3）。

福江NDBから次の位置通報点 POTETとONIKUまでの航空路は福岡 FIRに

属するが、この ONIKUから NIRAT、SADLI、LAMENまでの区間は韓国の

仁川 FIRにあり、前述したように LAMENから上海 FIRとなって、 AKARA

を経て浦東 VORに至る。したがって福岡 FIRの福岡 ACCの管制を受けた

航空機は、本来的には ONIKUで仁川 FIRの仁川 ACCに管制移管され、そ

の後 LAMENで上海 FIRの上海 ACCに管制移管されるという手順を踏むは

ずである。

しかし実際には、 ONIKUから LAMENまでの仁川 FIRに存在する区間は

「アカラー福江コリドー」と名づけられ、 仁川ACCの管制を受けることなく、
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慶醸の教養学

福岡 ACCと上海 ACCの間でのみ管制移管される（IO）。そしてここを通過で

きる高度は、西行きの場合フライトレベル（FL)240、280、300、400であり、

東行きの場合フライトレベル（FL)250、290、310、390の各4通りである（II)0 

つまりコリドー（回廊）として上下左右を限定された一定の空間が設けられ、

日中間を航行する定期便はここを通過する限り、仁川 ACCの管制を受ける

必要がなく、日中の管制当局によつてのみ管制されるO そして日中間の管制

移管点は SADLIで、あると告示されている（I2)

ここを管制移管点、としたのは、この SADLIのある東経 125度線が、日本

の防空識別圏の外側線（JAPANOUTER ADIZ）であるからと推測される。防

空識別圏とは、防衛省が国防上の見地から、領空侵犯に対する措置の実施に

当たって設定している空域であり、公示されている。固によって公示してい

る場合と、そうでない場合とがあり、ちなみに日本周辺では、韓国、台湾は

これを公示しているが、中国は公示していない。この空域は「常時レーダー

で監視されており、領空に接近する航空機についての識別を実施し、飛行計

画と照合できない場合は、戦闘機により要撃発進（スクランプル）が行われ

目視確認を行うことがあるJとされる（Iヘこうしたことから、 SADLIは回

廊のやや中国寄りにあるが、ここを管制移管点とするのは適切な措置である。

このような回廊が設けられた要因の一つは、 1992年8月まで長らく中国

と韓国との聞に国交がなかったからである。この回廊の設置がICAO及び日

中韓 3ヶ国によって合意されたのは 1983年 l月であったが、当時は中韓関

のFIRが未画定であった。 FIRは領空の概念を越えているとは言え、国交が

なければ航空管制の業務連携関係を確立し難く、また後述するように、政治

的対立要因と相侠って FIRの画定が不明確になる。すなわち、空は一体の

ものであるのに円滑な航空管制の連携が取られないという状況を生むのであ

る。したがって、 1983年 1月にシンガポールで開催された ICAOの第 2団

地域航法協議（theSecond Regional Air Navigation Meeting (RAN/2））で、「福江－

アカラコリドーに関する了解覚書」が合意された。中国南部への直行航空路

の開設にあたり、韓国の管制当局がその通過空域の管制担当を受諾しなかっ

たため、日中管制当局は回廊を設定し、厳密にこの中を飛行する限り、韓国

管制当局はこれに関与しないという妥協策が成立したのである。これにより、
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東シナ海の航空交通管制と安全保障（安田淳）

当初は東西方向各3通りの高度によって、この l本の回廊が設定され、以後

長らく日中間の重要で数少ない幹線航空路のーっとして運用され続けている。

だが奇妙なことに、中韓の国交樹立以前ならそうであったとしても、国交

樹立後 15年以上経つ今日においてもこの運用状況はほとんど変化していな

い。航空交通量の増大に対応するため、 2007年 11月から利用できる高度が

東西方向 1つずつ増えて、前述した通り各4通りになった。また、航空機の

最低縦間隔（水平距離）が2003年 10月と 2005年 8月にそれぞれ改定され、

現在では当初の東行き・西行きとも 10分間隔が、東行き 30マイル、西行き

20マイルと短縮された。しかしいずれにしても、仁川 ACCはこの回廊の管

制に関与していない。 2006年2月から 3月にかけてタイのバンコクで開催

された ICAOの第 27回垂直短縮間隔実施タスクフォース会合で、上海ACC

と仁川 ACCの聞の直通電話回線が開通していないことが指摘された（凶。た

しかに中国の『航行資料葉編』によれば、上海 ACCと福岡 ACCとの聞に

は直通電話回線があるものの、仁川 ACCとの間には開設されていない（15）。

中国と韓国との間の直通電話回線が開設されているのは、青島 ACCと大郎

ACCの聞のみであり（16）、これは前述した仁川 FIRから北京 FIRへ至る航空

路の管制に用いられていると考えられる。なお、北京・ソウル聞にはテレグ

ラフによる航空固定回線が開設されている（17)0 

こうした運用に安全上問題があることが、パイロット側から提起され続け

ている。たとえば2005年 11月から 12月にかけて、クアラルンプールで聞

かれた国際定期航空操縦士協会連合会（InternationalFederation of Air Line Pilots’ 

Associations）アジア太平洋地域会議では、この回廊の安全性に問題があるこ

とが指摘され、同会会長から ICAOアジア太平洋事務所の地域責任者へ要請

文が出された。この東西に伸びる回廊は、南北に伸びる航空路 B576と

NIRATで交差している。航空路 B576は、台北から韓国の済州島へ向かう航

空路である。近年、いずれの航空路も交通量が増大し、しかも B576では垂

直短縮間隔（後述）が実施されている一方で、、 3ヶ所の異なった ACCにより

連携の取れた管制が行われていないため、安全性の向上を図ってほしいとい

うものであった（18)0 

この 2本の航空路の運用効率を高めるため、 2007年 11月、回廊で利用で
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きる高度（フライトレベル）を東西方向 lつずつ増やして前述したように 4

通りにするという対応が取られた。 ICAOの主導によって、 1997年から世界

的に、航空路を航行する航空機の垂直間隔を 2000フィートから 1000フィー

トに短縮し、一定空間で交差できる航空機の機数を増やすことで、増大する

航空交通量を円滑に処理するという施策（垂直短縮間隔－RVSMという）が

実施されている。日本では 2005年9月から実施されているが、中国は若干

出遅れたものの 2007年 11月22日からこれを導入した。これに伴って、回

廊の利用高度を増やしたのである。

だが抜本的にこの回廊の存在と運用に変化がないのは、中国と韓国との間

の空域設定をめぐる対立があるためと推測される。前述したように、すでに

国交樹立後 15年以上になるにもかかわらず、中韓の管制当局間に直通電話

回線さえ開設されていないのは、なぜであろうか。そうした状況の下では、

中国の FIRと韓国の FIRとの間で航空管制の連携を確立することは難しい。

たしかに、この回廊は日中間を航行する航空機のためのものであるから、韓

国の管制当局がこれに関与しなくても、円滑に日中間の航空交通の流れが確

保されればそれでよく、むしろ関係する管制当局が少ない方が、より単純な

管制連携で事足りると考えることもできる。だが、たとえば天候要因や航空

機の異常事態発生によって、所定の航空路を逸脱、偏向して航行することが

必要になった場合や、最悪の事態において捜索・救難が必要になった場合、

中韓の管制当局聞に連携関係があることは、安全性の確保にとって重要であ

る。

中国の『航行資料葉編』における「中国飛行情報区図」と、付属する「航

路図（ENROUTECHART）」には、以下のような但し書きがある。すなわち、

「北緯 23度30分、東経 124度00分～北緯 38度00分、東経 124度00分に

関して現在、上海及び台北飛行情報区の東部海上境界線は不合理なものであ

り、航行の安全と正常で経済的な効率にとって不都合であり、このため中国

は受け入れることができない。合理的に空域を構成し、航空路を設定し、航

行の安全と正常で経済的な航空交通管制業務と捜索救難業務を提供するため、

国際航空の発展需要に供するという観点から、上海及び台北飛行情報区の東

部海上境界線には必要な調整が施されるべきである」と（I則。北緯 23度30分、
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東シナ海の航空交通管制と安全保障（安田淳）

東経 124度 00分から北緯 38度 00分、東経 124度 00分へ至る境界線は、上

海 FIRと仁川 FIR及び福岡 FIRとの境界である。ちなみに中国の『航行資

料葉編jにおける地図凡例には、「未画定の飛行情報区」を示す点線表記が

あり（20）、上記のそれぞれの図には、当該箇所にこれがヲ｜かれている。つま

り中国は、韓国の仁川 FIR及び日本の福岡 FIRとの境界が不合理であり、

調整されるべきだという立場に立っているのである。なお、これに対して、

上海 FIRと台北 FIRとの境界は画定されたものとして表記されているのは

興味深い。

かつて 2000年 12月1日付けの「航路図」第 28版には、南シナ海の中沙

諸島、南沙諸島を全て含む海域に国境線が引かれた付図が記され、その但し

書きには、こう記されていた。すなわち、「南シナ海上空の飛行情報区（FIR)

に関する現行の区分は不当であり、それゆえ中国にとって受け入れられるも

のではない。これに対する必要な調整が行われるべきである。中国民用航空

総局はすでにそうした調整を提案し、南シナ海上空の空域において FIRを

設置する権利を留保すると声明した」と。このことから、中国は南シナ海上

空に FIRを設定し、その管制権を掌握することによって、南シナ海をより

実効的に支配しようと企図していると考えられた。予想通り、 2001年 11月

1日から、中国の海南島を含む南シナ海の一部上空に三亜「責任区」（AOR-

Area of Responsibility）が設定され、中国の管制当局によって運用されること

となった。この三亜 AOR設置と同時に改定された「航路図」第 30版（2001

年 11月1日付け）では、南シナ海の付図中に従前と同様、国境線は記されて

いるものの、三亜 AORの境界線が新たに明記されるとともに、こうした但

し書きは記されなくなった。その後、三亜 AORは三亜 FIRにいわば格上げ

されて今日に至っているが、三亜 AORの設置は、少なくとも南シナ海空域

確定の実質的かっ大きな前進であったと中国は認識したのであろう。

そうだとすれば、同様のことが上述した東シナ海及び黄海における飛行情

報区の境界線にも当てはまりそうである。中国はこの境界線に満足していな

い。境界線が調整されるべき要因は、「航行の安全と正常で、経済的な効率に

とって不都合」なためとされているが、果たしてそれだけであろうか。
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III 日中間航空路と中韓関の海洋権益対立

2006年9月14日、中国外交部報道官は記者会見で、「蘇岩礁は束中国海

北部の水面下にある暗礁」とし、韓国政府が2002年に約 2250万米ドルを投

じてここに建設した「韓国離於島総合海洋科学基地」に対して、「韓国側の

一方的な行動は全く法律的効力がない」と述べた（21）。中国名の蘇岩礁は、

韓国名で離於島といい、東シナ海の北緯 32度07分、東経 125度 10分に位

置する水面下約 4.6メートルの暗礁である。ここには 1951年に韓国海軍と

韓国登山境界が韓国の領土であることを示す記念碑を設置したといわれるが、

その後、中国は一貫して韓国の領有権を認めてこなかった。なぜこの時期に

中国は改めて異議申し立てをしたのか明らかでないが、ついに韓国がここに

大規模な建造物を構築したことについて、中国はそれまでにも、「韓国が蘇

岩礁海域に建設した海洋基地に対し、われわれは 2度にわたり外交的に交渉

を繰り広げた」という。そしてこの問題が、中国の排他的経済水域画定に関

わる障害であると認識されていることは、中国自らこの異議申し立てにおい

て「韓国と排他的経済水域（EEZ）画定をめぐる交渉を進行中」であると述

べていることからも明確である。後述する日中間と同様に、中韓関でも排他

的経済水域は画定されていない。中韓両国は、過去 10年間余りで 13回の排

他的経済水域をめぐる交渉を行ってきたが、合意には至っていないω。韓

国が一方的に建造物を構築したことは、中国にとって自国の排他的経済水域

であると主張する海域に対する侵犯行為であると受け取っているのである。

排他的経済水域の画定問題は、この海域での海底資源開発に関わる問題で

ある。これに関しては平松茂雄氏の長年にわたる膨大な研究がある凶ため、

本稿では触れないが、日本、中国、韓国、そして台湾をめぐる東シナ海の海

底資源開発には、まだ未決着の問題が多い。また、蘇岩礁の位置は、東シナ

海と黄海のほぼ境界の中心であることから、その戦略的、軍事的意義も無視

することはできない（判。韓国空軍関係者は、ここに高性能レーダーを設置

すれば、中国軍艦の動きや空軍機の離着陸を監視できると述べたという（制。

この蘇岩礁は、前述の航空路A593すなわち福江一アカラコリドーにおけ

る日中の管制移管点 SADLIの北北東約 20マイルにあり、航空路中心線から
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15マイル北に位置する。このコリドーの幅は中心線の南北各 25マイルで、

計 50マイルであるから、蘇岩礁はコリドーの直下にあると言ってもよい。

そして上海 FIRと仁川 FIRの境界である北緯 124度線から東へ 60マイル入

り込んだ仁川 FIR内にある。もとより蘇岩礁の位置と FIRの機能とは、直

接の関係を有しない。繰り返すまでもなく、 FIRは民間航空交通の安全かっ

経済的な流れを促すものとして、領空の概念を越えて設定されている。しか

し中国が自国の FIRと韓国の FIRとの境界を不合理で、あると認識している

のは、航空交通管制そのものの必要性や必然性ばかりでなく、排他的経済水

域の設定という海洋権益追求という要因もあると考えられる。そしてこの航

空路が回廊という特殊な形式で長年にわたり運用し続けられているのは、そ

の設定当時の政治的要因に端を発し、なお海洋権益をめぐる中韓関の対立が

解消されていないばかりか、近年になって韓国による建造物構築という具体

的な行為がますます中国を刺激し、改善の意思を抑止しているからだと思わ

れる。もし中国の上海 FIRが韓国の仁川 FIRの一部を移譲されて、東側へ

拡大するとすれば、この回廊は本質的に日中の管制当局のみが担当すること

となり、こうした回廊という形式での航空路の運用の必然性はなくなるので

ある。そうすれば日中間の航空路は、さらに増設される可能性が生まれるか

もしれない。だがそればかりか、この蘇岩礁は中国の FIR内に入ることに

なり、後述するように民間航空の交通管制と表裏一体の関係にある軍にとっ

て、航空優勢の確保に利することになるかもしれない。 2006年には、中国

はこの蘇岩礁へ海洋監視用の航空機を飛ばしたと報じられてい~ (26）。

2007年 8月7日、韓国の済州道議会は、 1月 18日を「離於島の日」とす

ることを決定したため、これに反発する中国側に「中華保衛蘇岩礁協会」が

設立されたと伝えられた。また同年 5月には、韓国国防部が、 2014年まで

に済州島に海軍基地を設置すると発表したといわれる（判。他方、 2007年 12

月24日付で、中国国家海洋局のウェブサイトである『中国海洋信息網』の

「海洋文化」のコーナーに蘇岩礁に関する解説記事が掲載された（刻。そこに

は、「蘇岩礁は中国の領海内にあり、 200海里の排他的経済水域内にある中

国領」であるという記述があると、 2008年 8月8日、韓国のマスメディア

で取り上げられ韓国内で問題となった（制。その後 8月 10日、 11日に韓国政
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府から中国外交部へ訂正が要求され、 13日にこの部分はいったん削除された。

しかし翌 14日に再び蘇岩礁を「中国領」とする記述に戻り、さらに翌日日

には「蘇岩礁が存在する海域は、中韓の排他的経済水域の主張が重複すると

ころに位置し、その帰属は双方が交渉を通じて解決する必要がある」と改め

られた。中国国家海洋局の説明が二転三転した原因については、折からの胡

錦譲国家主席の韓国訪問と関連付ける報道もある（30）が、詳細は不明である。

しかし現在のその説明には、蘇岩礁が中国の大陸棚上にあること、古来より

中国の漁民の漁場となってきたこと、古代中国の民間故事にも登場すること

に加え、周恩来の指示により精密測量が行われ、 1992年5月には北海艦隊

の海洋測量大隊がより精密な測量を完成させたことが記されている。それは

十分、蘇岩礁に対し中国の領有権があることを主張していると読み取れる。

日中間の航空路がさらに増設されることは一見望ましいように思われるが、

そのためには、航空交通管制領域において日本、中国そして韓国 3ヶ国関係

の確立・強化が必要である。そのことと中国による海洋権益の追求が連動し

ているのである（31）。

町 「中国の海」としての東シナ海と日中間航空路

東シナ海における中国のエネルギー資源開発や尖閤諸島の領有権問題など、

周知のように日中間にも対立する懸案がある。東シナ海の海底ガス田開発も

また、中国がFIR再画定を企図し、回廊という形で日中間航空路を運用し

ていることと何らかの関係があるように思われる。

中国が自国の排他的経済水域であることを主張し、近年その開発を進めて

きた海域は、北緯 30度、東経 126度付近であるが、ここは日本の福岡 FIR

の下にある。そして本稿で問題にしている航空路A593が何らかの理由で使

えない場合の代替経路が、 2008年6月 18日に発表された日中共同開発海域

の上空を通っている。正確に述べれば、この代替経路は、福江NDBから南

西に向かい、位置通報点 ESBIS（北緯 31度目分、東経 127度22分）を経て

MIKES （北緯29度35分、東経 125度44分）へ至る。ここからは西へ向かつ

てBOLOD（北緯29度35分、東経 125度01分）、 APITO（北緯29度35分、東
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経 123度 59分）となる。ここから北北西へ向かい、 AKARA（北緯 31度 30分、

東経 123度 29分）で航空路A593に戻るものであり、 OTR30と名づけられて

いる（図 2）。福江から APITOに至るまで、の部分はず、っと福岡 FIRにあり、

ここから先だけが上海 FIRとなる。日中間で合意された 7角形の共同開発

海域の北西端の一部は、ちょうどESBISから MIKESへ至る経路がかかって

いる。さらにこの経路は、日本側が主張する日中中間線にほぼ沿っているこ

とは興味深い。

ただしこの航空路OTR30は「当分の問、飛行計画にファイルしないもの

とするjとされている（3ヘその理由は明示されていないが、この福江NDB

から ESBISへ至る一部が、自衛隊の訓練・試験空域P4（下限FL210、上限な

し）にかかっているためとも思われる。航空路A593は同様に自衛隊の訓

練・試験空域 P5（下限FL210、上限なし）にかかっているが、これについて

は日本の『航空路誌Jに、「航空自衛隊高高度訓練／試験空域 P-5は、民問

機等の IFR（計器飛行方式一引用者注）の飛行のある間は、通常の管制空域と

して使用される」と但し書きがあるのに対し、 P4についてはこうした記述

がないからである。つまり ORT30の日常的な使用よりも、訓練・試験空域

P4の使用が優先されていると考えられる。ただ、実際にはこの OTR30の使

用は、日本側の要因によるばかりでなく、中国の管制当局から許可が下りな

いケースがあると言われており、中国側も使用に積極的ではないようである。

その理由はよくわからない。

もとより、排他的経済水域の画定をめぐって対立し、中国が一方的に資源

開発を推進し、あるいは他方でその共同開発が目指されているという事実と、

民間航空交通の運用のために設けられた FIRとは、直接関係がない。しか

し前述した蘇岩礁をめぐる状況から十分類推できるように、この海域もいわ

ば「中国の海」であると認識する中国が、たとえ国際航空交通であっても、

これに対するこの空域の管制権を持たないということは、不本意であろう。

たとえば、この海域の上空にいわゆる航空優勢を確保したい場合、そこに他

国が管制権限を有する航空路があるとすれば、たとえその航空路の先の区間

は自国の管制圏に入ることになっているとしても、やはり当該海域の直上は

自国の管制圏であってほしいはずである。
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いわんや、当該海域は、日本の公示する防空識別圏の直下でもある。中国

がいかにこの海域での海洋権益の追求姿勢を強めようとも、日本の防空識別

圏内であるという事実は、中国にとって決して好ましくないものであろう。

防空識別圏内であるということは、レーダーによってその空域における航空

機の活動が監視され、敵味方の識別が行われているということである。領空

侵犯に対してはそれなりの対応が取られることは当然として、相手国によっ

て航空機の行動が容易に察知されることを意味するからである（刻。

v 中国の航空管制技術の進展

航空管制技術の発展は、安全で効率的な航空交通の流れを促す作用がある

と同時に、空域をこれまでより自由に設定し運用できるようになるという効

果ももたらす。そのことは民間航空交通の世界にとどまらず、軍事領域にも

波及する。空軍は任務の特性上、さまざまな訓練を必要とし、また多数機が

参加する訓練も不可欠であるため、航空管制がこれにうまく対応できなけれ

ばならない例。その意味で、管制技術の進歩は、航空戦力の成長にも欠か

せないのである。だがそれは、いわゆる民間航空による経済発展との聞に矛

盾を生じることもありうる。その一例はこれまで南シナ海上空に見られたが、

上述したように、東シナ海でも似たような状況が生まれている。

つい最近だけを見ても、中国における航空管制体制の整備とその技術向上

は進展しているように思われる。中国の航空管制を担当する機構として、

1986年 1月に「国家空中交通管理局」が設立された。それはその後どのよ

うな経緯をたどったのか必ずしも明らかでないが、 2000年の段階では、「民

用航空総局空中交通管理局J、「地区管理局空中交通管理局」、「省（区）局空

中交通管理中心」、「航描空中管理部門」の 4レベルによる航空管制機構が設

けられていた（お）。「民用航空総局空中交通管理局」はいわば本部機構で、職

員300余人が発展戦略や建設計画、規範・基準の策定や管理調整等を実施し

ている。管制部門全体の職員総数は 12,000余名で、管制官は 2,800名である。

管制官は全国 27ヶ所の高高度管制区、 28ヶ所の中低高度管制区、 144ヶ所

の民間及び軍民共用飛行場で管制業務に当たっている。ただしこうした管制
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センターや飛行場管制部門が「地区管理局空中交通管理局」、「省（区）局空

中交通管理中心」、「航描空中管理部門」とどのような関係にあるのかは明確

でない。またこれら管制官の技術と管制部門の運用状況を検査する管制検査

員が 72人いる悩）。 2008年現在の航空管制組織は、「中国民航総局（幻）空中交

通管理局」、「地区管理局空中交通管理局」、「空中交通管理中心（苅）」の「三

級管理」体制となっている（刻。

また、 2002年 1月8日、華東地区の 8都市（済南、合肥、南昌、南京、杭州、

寧波、温州、福州）で、各航空管制センター及び管制ステーションが発足した。

これは「華東地区の航空管制体制改革が実質的な一歩を踏み出した」と評価

されている（則。これまで華東地区各都市の航空管制部門は「各地方の空港

が管理していたが、改革後は民航華東航空管制局に直属し、航空管制は独立

したシステムとなるJというのである。そうであるならば、航空管制システ

ム技術の近代化は、とりわけ 1980年代後半から行われてきたものの、その

組織編制は改革の過程にあり、全国的に「独立したシステム」はまだ確立さ

れていないことがうかがわれる。この「独立したシステム」とは、かつて軍

によって統制されてきた中国の空が、改革開放政策と中国の経済発展の中で、

安全性と経済性を重視した結果、軍から独立した系統によって統制されると

いうことを意味しているのかもしれない。しかし他方で、これまで各地方や

地域が個別に管制してきた中国の空が、国家の空として統合的に統制される

ようになるという意味であるとも推察される。そうであるならば、それは中

国の安全保障により大きな利益をもたらすことになるにちがいない。

またここ 10年間で、中国は航空管制の基礎施設・設備の構築に 100億元

を投じ、その能率化、自動化を推し進めてきた。世界的にも先進水準にある

北京、上海、広州の地区管制センターの建設には、 20億元が費やされたと

いわれる（40）。 2007年2月には「民航航空管制新技術応用工作報告会」が北

京で聞かれ、新たな航空管制技術の研究開発状況や今後の計画が報告、討議

された。その目的は、「民間航空大国」という地位にふさわしい新時代の航

空交通管理システムを確立することであり、それは民間航空発展の必然的要

求であるとされた。しかしそうした新たな技術開発と応用において、欧米の

動向を背景として明確に意識した上で、「自主的な創造能力と科学技術実力

411 



慶醸の教養学

を向上させるJことも提起された。そしてそれは、「自主的な知的財産権」

の確立を要求することにまで及んでいる（41）。すなわち欧米の新たな技術開

発を目標に、国産技術の追随を意図しているのである。

2001年 9月、民用航空総局は巨資を投じて北京、上海、広州に先進的な

航空管制センターを建設するという報道があった（制。そこでは先進的な航

空管制自動化システムと通信システム、そして電力保障システムが導入され

る。これに際して民用航空総局と「中国航空器材進出口総公司」はオースト

リアの FREQUNTIS、ドイツの R/S、英国の PAEといった各メーカーと通信

システムの購入契約を締結した。こうした設備の導入で、管制の取扱量が飛

躍的に増大することが期待されている。また、かつて日本は 1990年度から

3年間にわたって、「民用航空管制システム近代化計画Jに対し総額 208億

円9900万円の有償資金協力を実施した（制。 1994年 11月のイタリア外相の

訪中時に、イタリアの管制システム導入契約が調印されたが、これにはわが

国からの 62億円の円借款が用いられた（判。 1997年 10月には、米国のレイ

セオン・エレクトロニクス・システムズから 1900万ドル分の航空管制シス

テムが北京空港に納入された。この時には、同社は大陸の 9ヶ所と香港の 2

ヶ所の空港からシステムを受注したといわれる（制。 1998年には「民航空管

技術装備発展有限公司」が設立され、国産航空管制設備の研究開発や保守整

備に当たっているが、こうしてみると、これまで先進的な航空管制システム

はなお外国からの導入に依拠してきたといえよう。しかし前述した 2007年

2月の「民航航空管制新技術応用工作報告会」の方向性からすると、最近、

その傾向の是正が図られつつあるのかもしれない。

ちなみに、航空管制技術の向上、進展は、とりわけ 2008年 8月の北京オ

リンピックに伴う航空交通量の増大に対応するためという一つの目的があっ

た（46)

VI 結語

以上の事例から類推できるように、航空交通管制は、その本来的な役割や

作用とは別に、軍事的な意味合いや、国家戦略に関わる効果を一部有してい
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るO 航空交通の安全で効率的な運用のために空域を監視し、その情報を集積

し、これを統制することは、防空と航空優勢の確保という軍事安全保障面に

おいても非常に重要だからである。換言すれば、空を管理することは国家安

全保障の重要な一要素である。

それだけに、中国でも航空交通管制に軍が関与していることは、官頭で述

べたような軍事演習に伴う空域閉鎖だけにとどまらない。航空機の垂直間隔

を短縮する国際的な施策（RVSM）が 1997年に北大西洋へ適用されて以降、

世界的に拡大しており、中国も 2007年 11月から担当する飛行情報区にこれ

を適用していることは前述した。ただし中国、ロシア等旧東側諸国では、高

度の単位にメートル制を採用しているところが多くは7）、航空交通の世界で

一般的になっているフィート制を採用する空域との間の管制移管に調整が必

要である。実際にはそのような管制移管方法の調整が、中国やロシアとその

周辺のさまざまな空域で策定され、実施されている。そもそも 2004年には、

中国もフィートによる RVSMを導入する意向を示したといわれる。しかし

その後、中国の航空管制当局は中国軍の航空関係部署との協議を持ったもの

の、軍の強い反対があり、結局メートル制を維持したまま、それによる

RVSMを実施した（48）。香港の定期航空機操縦士協会（HongKong Airline Pilots 

Association）によれば、中国の定期航空機操縦士の団体（ChineseAirline Pilots 

Association）も、中国軍が航空路周辺の空域を統制し、民間航空機へこれ以

上空域を開放することに抵抗していると述べているということである（判。

さらに、上海地区に設定された回廊（コリドー）にも、そうした軍の関与

を見て取ることができる。 1993年に民航総局航行司は、空軍司令部による

「全国城市空中走廊規定」すなわち全国の都市上空に回廊を設置するための

規定を配布した（5へそのうちの「福杭空中走廊規定」に基づいて、上海地

区には 2本の回廊が設定された。この回廊は、上海と、北京、西安、鄭州、

武漢、南京等との問、及び杭州、南昌、広州、慶門等との間の航空交通に供

されるもので、空軍上海基地が統一的な管制と運航調整の責任を有し、民航

華束管理局に委託して軍民全ての輸送飛行を管制することになった。実際に

は全ての軍民いずれの輸送機も、中低高度については民航漸江省管理局が、

高高度については民航華東管理局が管制を実施する。
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日本においても、航空自衛隊機等が訓練・試験飛行空域へ進出・帰投する

際、民間航空機と異常接近したり、その円滑な運航を妨げたりしないよう、

回廊が設けられている。したがって基本的にそれは、民間航空機の航空路と

交差する空域に設けられている。しかし中国上海地区の場合、これに対して

これらの回廊はいずれも航空路そのものである。つまりその両側に設定され

ている多数の飛行制限空域の運用を妨げないようにするために、民間航空が

利用する回廊ということであって、日本のそれとは運用概念が異なるようで

ある。空軍司令部が回廊設定のための規定を発布していることと併せて考え

れば、やはり民間航空に対する軍の大きな関与があるということができょう。

中国の航空交通管制は、中国の軍事力近代化と密接な関係があり、そして

また同時に、中国の海洋権益や資源の擁護、獲得をめぐる国家戦略にも十分

貢献しているという視点は、今後も引き続き重要であると思われる。
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